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 第１章 包括外部監査の概要  

 
Ⅰ．外部監査の種類 

地方自治法第252条の37第１項に基づく包括外部監査 
 
Ⅱ．選定した特定の事件（テーマ） 

「県が所管する社会福祉法人の財務事務の執行及びその指導監査について」 

 

Ⅲ．事件を選定した理由 

社会福祉法人は、高齢者・障害者・児童等の要援護者に対する福祉サービスを提供

する目的で設立を認可された極めて公益性の高い法人であり、税制優遇措置や補助金

の交付を受ける一方で、所轄庁の指導監督等による強い公的規制を受けることとされ

ている。社会福祉法人の行う事業が都道府県又は市の区域内の場合は、都道府県知事

又は市長が認可・指導監査等を実施するとされており、兵庫県（以下「県」という。）

では、平成26年４月１日現在334の社会福祉法人を所管し、指導監査の対象としてい

る。なお、県の平成26年度一般会計予算約２兆円のうち、社会福祉関連予算である民

生費は約２千８百億円（約14％）（※１）であり、県政において、重要な位置付けとなっ

ていると考えられる。 

また、平成12年３月10日付で、厚生省老人保健福祉局長が、都道府県知事に発出し

た「特別養護老人ホームにおける繰越金等の取扱い等について」（最終改正：平成26

年６月30日）によると、「事業活動収支及び資金収支は、長期的かつ継続的な事業運

営の確保に留意しつつ、収入、支出の均衡を図り、（省略）健全な運営に必要な額以

上の収支差額を生じないようにすること。」とされているが、県が所管する社会福祉

法人334法人の財務諸表数値を単純合算すると、内部留保（※２）は約１千６百億円、運用

財産（※３）は約１千億円となっている。厚生労働省が平成26年10月20日付で社会保障

審議会福祉部会に示した社会福祉法人改革案では、内部留保のうちの余裕財産を明確

化し、これを福祉サービスや地域公益活動に再投下するよう義務づける他、内部留保

からの実質的配当とみなされる高額な役員報酬について一定の制限を行うため、役員

報酬基準を設定する方針が示されている。今後、社会福祉法人が国の指針や県の方針

に沿って、どのような対策をとるかについては県民にとって重要な関心事である。 
さらに、平成23年７月に社会福祉法人の新しい会計基準が制定され、平成27年度に

は全ての法人が新基準に移行することになっており、社会福祉法人にとって新会計基

準に対応することは重要な課題となっている。 
これらのことから、「県が所管する社会福祉法人の財務事務の執行及びその指導監

査について」をテーマとして、社会福祉法人の財務事務に関し、資産及び負債や資金
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収支及び事業活動収支を適切に把握し、それらを基にして財務諸表を作成し、県に報

告しているか、社会福祉法人の新しい会計基準に適切に対応しているか、コーポレー

トガバナンスは適切に機能しているかという観点、内部留保の活用方針を含む社会福

祉法人に対する県の指導監査が、効果的かつ効率的に実施されているかという観点か

ら、指摘並びに意見をすることは、大きな意義があると考えられるため、特定の事件

として選定した。 
 

（※１）県の平成 26 年度一般会計予算の内訳 

 

（※２）内部留保 

本報告書上、内部留保とは、貸借対照表「純資産の部」の「その他の積立金」と「次期

繰越活動増減差額」の合計とする。 
（※３）運用財産 

本報告書上、運用財産とは、貸借対照表「資産の部」の「現金預金」と「積立資産」と

「有価証券（投資有価証券を含む）」の合計とする。 

なお、文中の内部留保と運用財産は、県が所管する社会福祉法人334法人の平成25年度財務諸表

等を県から入手し、包括外部監査人が集計した金額である（41頁～49頁参照）。 

 

Ⅳ．監査の対象期間 

原則として平成25年度（必要に応じて、平成24年度以前の各年度及び平成26年度に

ついても対象とした。）。 

教育費
4,414億円
(22.6％)

商工費
3,542億円
(18.2％)

公債費
2,897億円
(14.9％)

民生費
2,839億円
(14.6％)

総務費
1,559億円
(8.0％)

土木費
1,446億円
(7.4％)

警察費
1,288億円
(6.6％)

その他
1,513億円
(7.7％)

【 県の平成26年度一般会計予算 】

総額 
２兆円 

県の平成 26 年度一般会計予算約２兆円のうち、社会福祉関連予算である民
生費が 2,839 億円であり、全体の 14.6%を占めている。 
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Ⅴ．監査の着眼点及び実施した手続 

監査の着眼点及び実施した手続は以下のとおりである。 
 

着 眼 点 
（１） 

県が所管する社会福祉法人は、法人全体あるいは事業・拠点・サー

ビス区分別の資産及び負債や資金収支及び事業活動収支を適切に把

握し、それらを基にして財務諸表を作成し、県に報告しているか。 

監 査 手 続 

（１）社会福祉法人の貸借対照表に計上されている主な資産及び負債と、

各種管理台帳やその根拠資料（契約書類、金融機関からの残高証明

書、滞留債権債務のリストアップ資料等）をサンプリングにより照

合し、資産及び負債が適切に把握されているかを確認する。 
（２）社会福祉法人の資金収支計算書及び事業活動計算書に計上されてい

る主な収支と、各種管理資料（介護報酬請求書類、組織図、給与台

帳等）をサンプリングにより照合し、資金収支及び事業活動収支が

事業・拠点・サービス区分別に適切に把握されているかを確認する。 
また、共通支出及び費用の配分方法について、経理責任者等に質問

し、財務諸表上の実際の配分計算を確かめることにより、共通支出

及び費用の配分が合理的に行われているかを確認する。 

（注）上記手続は、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施する監査手続とは異なる

ものである。従って、本報告書は、社会福祉法人の財務諸表等のいかなる項目に対しても、適正

性に関する保証を提供するものではない。 
 

着 眼 点 

（２） 

県が所管する社会福祉法人は、社会福祉法人の新しい会計基準に適

切に対応しているか。 

監 査 手 続 

（１）新会計基準移行済みの法人については、新しく導入された会計処理 

（１年基準、金融商品の時価会計、リース取引の会計処理、退職給

付会計、固定資産の減損会計、税効果会計等）や注記項目（関連当

事者との取引の内容等）のワークシートとその根拠資料（金銭消費

貸借契約やリース契約等の契約書類、時価報告書等）を照合し、当

該会計処理が適切に行われているかを確認する。 

（２）新会計基準移行未済の法人については、移行までの準備状況を確認

する。 

（注）上記手続は、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施する監査手続とは異なる

ものである。従って、本報告書は、社会福祉法人の財務諸表等のいかなる項目に対しても、適正

性に関する保証を提供するものではない。 
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着 眼 点 

（３） 

県が所管する社会福祉法人のコーポレートガバナンス（注）は適切に機能

しているか。 

監 査 手 続 

（１）法人の理事会議事録、評議員会議事録等を閲覧し、理事会、評議員

会等が、適法・適切に開催されているかを確認する。 

（２）理事、監事、評議員の選任関係書類（名簿、履歴書、委嘱状控え、

承諾書等）を閲覧し、それらの選任手続が、適法・適切に行われて

いるかを確認する。 

（３）重要な契約に関する業者選定に関する決裁書、契約書等を閲覧し、

業者選定手続が、法人規程等に基づき適切に行われているかを確認

する。 

（注）本報告書上、コーポレートガバナンスは、「社会福祉法人が、適正な法人経営を確保することに

よって、社会からの役割期待に応えるための統治の仕組み」のことを意味する。 

着 眼 点 

（４） 

社会福祉法人に対する県の指導監査は、効果的かつ効率的に実施さ

れているか。 

監 査 手 続 

（１）県では、指導監査を実施するために必要な社会福祉法人の財務諸表

を網羅的に入手し、財務内容を十分に把握した上で、監査対象法人

を適切に選定しているかを確認する。 

（２）県の法人指導監査における準備依頼資料一覧を閲覧し、また指導監

査の本庁担当課である健康福祉部社会福祉課に法人往査や施設の

現地視察の現状について質問等を行うことにより、効果的かつ効率

的に指導監査を行う上で、今後どのような資料を追加依頼し、また

指導監査の体制作りやスキルアップに向けて、どのような対応策が

必要かを検討する。 

（３）社会福祉法人の内部留保、役員報酬やファミリー企業の優遇等につ

いて、国の指針、県の方針等を踏まえた上で健康福祉部社会福祉課

と協議し、県の法人指導監査がどう対処すべきかを検討する。 

（４）県の法人指導監査における過去の指摘事項一覧表を閲覧し、健康福

祉部社会福祉課に質問等を行うことにより、県が指摘事項の改善状

況をどのように把握し、評価しているかを確認する。 

（５）健康福祉部社会福祉課に質問等を行うことにより、県の法人指導監

査では、県と社会福祉法人との取引（職員の派遣、補助金、資金貸

付等）が、適法・適切に行われており、また、財務諸表に計上され

ていることをどのようにチェックしているかを確認する。 
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Ⅵ．監査対象法人（注）の選定方法、監査の概要 

 

県が所管する社会福祉法人 334 法人のうち、県の外郭団体である兵庫県社会福祉事

業団と兵庫県社会福祉協議会については、県との関連性及び事業の特殊性により、包

括外部監査の対象とする必要性があると判断し、候補として選定した。 

また、それ以外の民間社会福祉法人 332 法人については、直接的に包括外部監査の

監査対象とはならないが、理事長をはじめとした関係者へのヒアリング、各社会福祉

法人が運営する施設の視察、会計帳簿を中心とした関係書類の閲覧等を通じて、民間

社会福祉法人の財務事務の執行状況を把握する必要があると判断したことから、財政

及び収支規模の重要性、県内を 10 地域（神戸、阪神南、阪神北、東播磨、北播磨、

中播磨、西播磨、但馬、丹波、淡路）に分け各地域内から本部の所在する法人を一法

人ずつ選定するという地域性に関する方針、新しい社会福祉法人会計基準を既に導入

している法人を出来る限り選定するという方針のもと、県の健康福祉部を通じて協力

を依頼し、監査の受け入れ協力を表明された民間社会福祉法人 12 法人を選定した。

その上で、選定した 14 法人については、次頁のとおり、施設を訪問し、８頁以下の

着眼点（１）から（３）までに記載の監査手続を実施した。 

なお、監査対象とした 14 法人の新会計基準への移行状況は以下のとおりである。 

（注）監査対象法人 

包括外部監査において必要となる社会福祉法人の実態把握及び事例確認のために、県に対し関

係する書類の提出を求めるとともに、社会福祉法人の了解を得て、実地による調査を行った。

本報告書では、実地調査の対象となった法人を「監査対象法人」と呼ぶ。 

 

【 監査対象とした 14 法人の新会計基準移行年度 】 

新 会 計 基 準 移 行 年 度 

平成 24・25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

兵庫県社会福祉事業団 社 会 福 祉 法 人 Ｆ 社 会 福 祉 法 人 Ｈ 

兵庫県社会福祉協議会 社 会 福 祉 法 人 Ｇ 社 会 福 祉 法 人 Ｋ 

社 会 福 祉 法 人 Ａ  社 会 福 祉 法 人 Ｌ 

社 会 福 祉 法 人 Ｂ 
  

社 会 福 祉 法 人 Ｃ 
  

社 会 福 祉 法 人 Ｄ   

社 会 福 祉 法 人 Ｅ 
  

社 会 福 祉 法 人 Ｉ 
  

社 会 福 祉 法 人 Ｊ 
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【 監査の実施状況 】 
 監 査 日 社 会 福 祉 法 人 名 訪問した施設名 

１ ７月 24 日 兵庫県社会福祉事業団 ①万寿の家（特別養護老人ホーム） 

  25 日  ②あけぼのの家（障害福祉サービス事業多機能型事業所） 

 12 月 18 日  ③リハビリテーション中央病院 

２ ７月 30 日 社会福祉法人 Ｈ ①保育所  

  31 日  ②特別養護老人ホーム 等 

３ ９月 ４日 兵庫県社会福祉協議会 施設を有しないため、該当なし 

  ５日  （なお、包括外部監査は、兵庫県福祉センターで実施） 

４ ９月 ８日 社会福祉法人 Ｅ ①特別養護老人ホーム 

  ９日  ②ケアハウス 等 

５ ９月 18 日 社会福祉法人 Ｆ ①障害者支援施設 等 

  19 日   

６ ９月 22 日 社会福祉法人 Ｋ ①特別養護老人ホーム 

  26 日  ②ケアハウス 等 

７ ９月 26 日 社会福祉法人 Ｃ ①特別養護老人ホーム 

    ②ケアハウス 等 

８ ９月 30 日 社会福祉法人 Ｄ ①特別養護老人ホーム 

 10 月 １日  ②老人デイサービス施設 

９ ９月 30 日 社会福祉法人 Ｇ ①養護老人ホーム 

 10 月 １日  ②特別養護老人ホーム 等 

10 10 月 ３日 社会福祉法人 Ｂ ①特別養護老人ホーム 

    ②ケアハウス 

11 10 月 ６日 社会福祉法人 Ｉ ①養護老人ホーム 

  ７日  ②特別養護老人ホーム 等 

12 10 月 24 日 社会福祉法人 Ｌ ①特別養護老人ホーム 

    ②老人デイサービスセンター 等 

13 10 月 31 日 社会福祉法人 Ａ ①特別養護老人ホーム 

    ②老人デイサービスセンター 

14 11 月 ７日 社会福祉法人 Ｊ ① 別養護老人ホーム 

（注）民間社会福祉法人の名称は、匿名（社会福祉法人Ａ～Ｌ）による記載とした。（当該取り扱いと

する理由は 65 頁に記載）  
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Ⅶ．監査の実施期間及び補助者 

 

１．監査の実施期間 

 
平成 26 年４月１日から平成 27 年３月 10 日まで 

 
２．補助者 

 
公認会計士   井 堂 信 純 
公認会計士   髙 橋 潔 弘 
公認会計士   岡 村 新 平 
公認会計士   成 田 将 吾 
公認会計士   山 本 耕 平 
公認会計士   鎌 田 雄 貴 

 
Ⅷ．利害関係 
 

包括外部監査の対象とした事件について、地方自治法第 252 条の 29 の規定により

記載すべき利害関係はない。 
 
 
 
 
 
 

 

（注）本報告書の金額表示について 

本報告書に含まれている表の内訳金額については、端数処理の関係で合計金額と一致しない場合が

ある。また、文中に数値を引用した場合にも端数処理の関係で金額が一致しない場合がある。 
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 第２章 社会福祉法人制度の概要  

 
Ⅰ．社会福祉法人とは 

 

１．定義 

社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法（以下「法」

という。）の定めるところにより設立された法人をいう（法第 22条）。 
社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果

的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する

福祉サービスの質の向上及び事業の経営の透明性の確保を図ることが求められてい

る（法第 24 条）。 
また、社会福祉法人は、非常に公共性の高い法人であることから、法では、法人の

設立、運営等にあたって厳格な規定を定めているが（法第 31 条等）、その一方、国や

地方公共団体による助成に関する規定を設け（法第 58 条等）、適正で安定した法人運

営の確保を図っている。 

 
２．事業の内容 

社会福祉法人が行う事業は、法の規定に基づき、社会福祉事業、公益事業及び収益

事業に分けられる。なお、社会福祉法人は、その経営する社会福祉事業に支障のない

限り、公益事業及び収益事業を行うことができる（法第 26条）。 
 

（１）社会福祉事業 

① 定義 

社会福祉事業とは、法第２条第２項（第一種社会福祉事業）及び第３項（第

二種社会福祉事業）に掲げられた事業をいう。 
 

② 要件 

社会福祉事業は、以下の要件を充足していることが求められている（社会福

祉法人審査基準（以下「審査基準」という。）第１-１）。 

 

【要件】 
 当該法人の事業のうち主たる地位を占めるものであること。 

 社会福祉事業の経営は、法第３条（福祉サービスの基本的理念）、第４

条（地域福祉の推進）及び第５条（福祉サービスの提供の原則）の趣旨

を尊重し、法第 61 条の事業経営の準則に合致するものであること。 

Ⅰ．社会福祉法人とは 
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 社会福祉事業は、法令に基づく施設の最低基準その他の要件を満たして

いるものであること。 

 社会福祉事業に必要な財源の大半を収益事業に求めるような計画の下

に行われるものであってはならないこと。 

 法第２条第３項第９号に規定する「生計困難者のために、無料又は低額

な料金で診療を行う事業」は、社会情勢等の変化に伴い、必要性が薄ら

いでいるので、新規に行うものについては抑制を図るものであること。

また、既に設立されている法人がこの事業を行っている場合についても、

当該事業の規模を拡充することは地域の実情等を踏まえ、基本的に抑制

を図ることとするものであること。なお、平成 13 年７月 23 日社援発第

1276 号社会・援護局長通知「社会福祉法第２条第３項に規定する生計困

難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業について」に基づい

て無料又は低額な料金で診療を行う事業を経営する法人については、同

通知に定める基準を厳格に遵守することを求めるとともに、この事業を

継続することが困難であると認められる法人については、他の法人への

切換えを指導すること。 

 第二種社会福祉事業である相談に応ずる事業のみをもって法人の設立

を認めることは、公的相談機関の整備充実の状況を考慮しつつ、財政基

盤、事業従事者の資質、事業実績等を充分に審査し、慎重に取り扱うも

のとすること。 

 第二種社会福祉事業である社会福祉事業の連絡を行う事業のみをもっ

て法人の設立を認めることは、社会福祉協議会制度の趣旨及び全国的普

及の状況等を考慮して、慎重に取り扱うものとすること。 

 
③ 第一種社会福祉事業（法第２条第２項） 

ア．経営主体 
公共性が特に高く、経営適正を欠いた場合には利用者の人権保護の観点

から問題が大きいことから、確実公正な運営確保の必要性が高い事業であ

る。そのため、行政又は社会福祉法人によって経営することが原則（但し、

都道府県知事等への届出が必要）であり（法第 60 条、第 62 条第１項）、そ

の他の者が経営する場合には、都道府県知事等の許可が必要となる（法第

62 条第２項）。なお、個別法により、保護施設並びに養護老人ホーム及び特

別養護老人ホームは、行政及び社会福祉法人に限定されている。 
 

イ．事業内容 
第一種社会福祉事業の事業内容は、次頁表のとおりである。 
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 項 目 名 称 個 別 法 内 容 

1 生活保護法に規定する事業 

（法第２条第２項第１号） 
救護施設 

生保第 38 条

第２項 

身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困

難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設 

更生施設 
生保第 38 条

第３項 

身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保

護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設 

医療保護

施設 

生保第 38 条

第４項 

医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行うことを目的

とする施設 

授産施設 
生保第 38 条

第５項 

身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限ら

れている要保護者に対して、就労又は技能の修得のために必要な機

会及び便宜を与えて、その自立を助長することを目的とする施設 

宿所提供

施設 

生保第 38 条

第６項 

住居のない要保護者の世帯に対して、住宅扶助を行うことを目的と

する施設 

2 児童福祉法に規定する事業 

（法第２条第２項第２号） 乳児院 
児福法 

第 37 条 

乳児（保健上、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必

要のある場合には、幼児を含む）を入院させて、これを養育するこ

とを目的とする施設 

母子生活

支援施設 

児福法 

第 38 条 

配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監

護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これ

らの者の自立の促進のためにその生活を支援することを目的とする

施設 

児童養護

施設 

児福法 

第 41 条 

乳児を除いて、保護者のない児童、虐待されている児童その他環境

上養護を要する児童を入所させて、これを養護することを目的とす

る施設 

障害児 

入所施設 

児福法 

第 42 条 

障害児を入所させて、次のような支援を行うことを目的とする施設 

(ｱ) 福祉型障害児入所施設 保護、日常生活の指導及び独立自活に

必要な知識技能の付与 

(ｲ) 医療型障害児入所施設 保護、日常生活の指導、独立自活に必

要な知識技能の付与及び治療 

情緒障害

児短期 

治療施設 

児福法 

第 43 条の２ 

軽度の情緒障害を有する児童を、短期間、入所させ、又は保護者の

下から通わせて、その情緒障害を治すことを目的とする施設 

児童自立

支援施設 

児福法 

第 44 条 

不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の

環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護

者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、

その自立を支援することを目的とする施設 

3 老人福祉法に規定する事業 

（法第２条第２項第３号） 
養護老人

ホーム 

老福法 

第 20 条の４ 

65 歳以上の者であって、環境上の理由及び経済的理由により居宅に

おいて養護を受けることが困難なものを、市町村による措置に基づ

き入所させ、養護することを目的とする施設 

特別養護

老人 

ホーム 

老福法 

第 20 条の５ 

介護保険法の規定による介護老人福祉施設サービスに係る施設介護

サービス費の支給に係る者又は生活保護法の規定による介護老人福

祉施設サービスに係る介護扶助に係る者を入所させ、又は市町村に

よる措置に基づき、身体上又は精神上著しい障害があるために常時

介護を必要とし、かつ、居宅において常時介護を受けることが困難

であり、やむを得ない事由により介護保険法に規定する介護老人福

祉施設に入所することが著しく困難であると認められる65歳以上の

者を入所させ、養護することを目的とする施設 

軽費老人

ホーム 

老福法 

第 20 条の６ 

無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生

活上必要な便宜を供与することを目的とする施設であって、老人デ

イサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別

養護老人ホーム以外のもの 

4 障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するた

めの法律（障害者総合支援

法）に規定する事業 

（法第２条第２項第４号） 

障害者 

支援施設 

障支法 

第５条の 11 

障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の

施設障害福祉サービスを行う施設 

5 売春防止法に規定する事業 

（法第２条第２項第６号） 

婦人保護

施設 

売防法 

第 36 条 

要保護女子（性行又は環境に照らして売春を行うおそれのある女子）

を入所させて保護するための施設 

6 その他の事業 

（法第２条第２項第７号） 
― ― 

授産施設を経営する事業 

生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業  
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④ 第二種社会福祉事業（法第２条第３項） 

ア．経営主体 
事業の実施に伴い、弊害の恐れが比較的少なく、自主性と創意工夫を助

長するため、公的規制の必要性が低い事業である。そのため、経営主体の

制限は原則としてなく、全ての主体が届出をすることにより経営すること

が可能である（法第 69 条第１項）。 
 

イ．事業内容 
第二種社会福祉事業の事業内容は、下表のとおりである。 

 
 項 目 名 称 個 別 法 内 容 

1 生計困難者に対して、その

住居で衣食その他日常の生

活必需品若しくはこれに要

する金銭を与え、又は生活

に関する相談に応ずる事業 

（法第２項第３項第１号） 

― ― ― 

2 児童福祉法に規定する事業 

（法第２条第３項第２号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害児 

通所支援

事業 

児福法 

第６条の２

第１項～５項 

児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス及び保

育所等訪問支援を行う事業 

障害児 

相談支援

事業 

児福法 

第６条の２ 

第６項～８項 

障害児支援利用援助及び継続障害児支援利用援助を行う事業 

児童自立

生活援助

事業 

児福法 

第６条の３

第１項 

義務教育を終了した児童であって、里親への委託措置や児童養護施

設等への施設入所を解除されたもの等について、児童の自立を図る

ため、都道府県による措置に基づき、これらの者が共同生活を営む

べき住居において相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並び

に就業の支援を行う事業 

放課後 

児童健全

育成事業 

児福法 

第６条の３ 

第２項 

小学校に就学しているおおむね 10 歳未満の児童であって、その保護

者が労働等により昼間家庭にいないものに、政令で定める基準に従

い、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及

び生活の場を与えて、健全な育成を図る事業 

子育て 

短期支援

事業 

児福法 

第６条の３

第３項 

保護者の疫病その他の理由により家庭において養育を受けることが

一時的に困難となった児童について、厚生労働省令で定めるところ

により、児童養護施設その他の施設に入所させ、その者に必要な保

護を行う事業 

乳児家庭

全戸訪問

事業 

児福法 

第６条の３

第４項 

一の市町村の区域内における原則としてすべての乳児のいる家庭を

訪問することにより、厚生労働省令で定めるところにより、子育て

に関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養

育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言その他

の援助を行う事業 

養育支援

訪問事業 

児福法 

第６条の３

第５項 

厚生労働省令で定めるところにより、乳児家庭全戸訪問事業の実施

その他により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認

められる児童若しくは保護者に監護させることが不適当であると認

められる児童及びその保護者又は出産後の養育について出産前にお

いて支援を行うことが特に必要と認められる妊婦に対して、その養

育が適切に行われるよう、当該要支援児童等の居宅において、養育

に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行う事業  
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 項 目 名 称 個 別 法 内 容 

2 児童福祉法に規定する事業 

（法第２条第３項第２号） 

 

地域子育

て支援 

拠点事業 

児福法 

第６条の３

第６項 

厚生労働省令で定めるところにより、乳児又は幼児及びその保護者

が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の

提供、助言その他の援助を行う事業 

一時 

預かり 

事業 

児福法 

第６条の３

第７項 

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳児又は幼

児について、厚生労働省令で定めるところにより、主として昼間に

おいて、保育所その他の場所において、一時的に預かり、必要な保

護を行う事業 

小規模 

住居型 

児童養育

事業 

児福法 

第６条の３

第８項 

里親への委託措置や児童養護施設等への施設入所に係る児童につい

て、厚生労働省令で定めるところにより、保護者のない児童または

保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の養育に

関し相当の経験を有する者その他の厚生労働省令で定める者の住居

において養育を行う事業 

3 児童福祉法に規定する施設 

（法第２条第３項第２号） 助産施設 
児福法 

第 36 条 

保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を

受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせること

を目的とする施設 

保育所 
児福法 

第 39 条 
日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育

することを目的とする施設 

児童厚生

施設 

児福法 

第 40 条 
児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、

又は情操を豊かにすることを目的とする施設 

児童 

家庭支援 

センター 

児福法 

第 44 条の２ 

地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童、母子家庭その

他の家庭、地域住民その他からの相談に応じ、必要な助言を行うと

ともに、都道府県又は児童相談所長からの委託を受けて指導を行い、

あわせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整等の援助を総合

的に行うことを目的とする施設 

児童の福

祉の増進

について

相談に応

ずる事業 

― ― 

4 母子及び父子並びに寡婦福

祉法に規定する事業 

（法第２条第３項第３号） 

母子家庭

等日常 

生活支援

事業 

母寡法 

第 17 条 

配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものがその者の疾病そ

の他の理由により日常生活等に支障を生じたと認められる場合にお

いて、都道府県又は市町村による措置に基づき、その者の居宅にお

ける乳幼児の保育若しくは食事の世話若しくは専門的知識をもって

行う生活及び生業に関する助言、指導その他の日常生活を営むのに

必要な便宜を供与する事業 

寡婦日常

生活支援

事業 

母寡法 

第 33 条 

寡婦がその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと

認められる場合において、都道府県又は市町村の措置に基づき、そ

の者につき、その者の居宅における食事の世話若しくは専門的知識

をもって行う生活及び生業に関する助言、指導その他の日常生活を

営むのに必要な便宜を供与する事業 

5 母子及び父子並びに寡婦福

祉法に規定する施設 

（法第２条第３項第３号） 

母子・ 

父子福祉 

センター 

母寡法 

第39条第２項 

無料又は低額な料金で、母子家庭等に対して、各種の相談に応ずる

とともに、生活指導及び生業の指導を行う等母子家庭等の福祉のた

めの便宜を総合的に供与することを目的とする施設 

母子・父子

休養ホーム 

母寡法 

第39条第３項 

無料又は低額な料金で、母子家庭等に対して、レクリエーションそ

の他休養のための便宜を供与することを目的とする施設 

6 老人福祉法に規定する事業 

（法第２条第３項第４号） 
老人居宅

介護等 

事業 

老福法 

第５条の２

第２項 

市町村の措置に係る者又は介護保険法の規定による訪問介護に係る

居宅介護サービス費、定期巡回・随時対応型訪問介護看護若しくは

夜間対応型訪問介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護

予防訪問介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者その他の政

令で定める者につき、これらの者の居宅において入浴、排せつ、食

事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜を供与する事業 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成27年３月31日 火曜日   兵 庫 県 公 報           第４号外 

 

18 

 

 

 項 目 名 称 個 別 法 内 容 

6 老人福祉法に規定する事業 

（法第２条第３項第４号） 

老人デイ

サービス

事業 

老福法 

第５条の２

第３項 

市町村の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る

居宅介護サービス費、認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護

サービス費、介護予防通所介護に係る介護予防サービス費若しくは

介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス

費の支給に係る者その他の政令で定める者（その者を現に養護する

者を含む。）を特別養護老人ホームその他の厚生労働省令で定める施

設に通わせ、これらの者につき入浴、排せつ、食事等の介護、機能

訓練、介護方法の指導その他の厚生労働省令で定める便宜を供与す

る事業 

老人短期

入所事業 

老福法 

第５条の２

第４項 

市町村の措置に係る者又は介護保険法の規定による短期入所生活介

護に係る居宅介護サービス費若しくは介護予防短期入所生活介護に

係る介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を

特別養護老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設に短期間入

所させ、養護する事業 

小規模 

多機能型 

居宅介護

事業 

老福法 

第５条の２

第５項 

市町村の措置に係る者又は介護保険法の規定による小規模多機能型

居宅介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予防小規模

多機能型居宅介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係

る者その他の政令で定める者につき、これらの者の心身の状況、置

かれている環境等に応じて、それらの者の選択に基づき、それらの

者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通

わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、入浴、排せつ、

食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜であって厚生

労働省令で定めるもの及び機能訓練を供与する事業 

認知症 

対応型 

老人共同

生活援助

事業 

老福法 

第５条の２

第６項 

市町村の措置に係る者又は介護保険法の規定による認知症対応型共

同生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予防認知

症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給

に係る者その他の政令で定める者につき、これらの者が共同生活を

営むべき住居において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生

活上の援助を行う事業 

複合型サ

ービス福

祉事業 

老福法 

第５条の２

第７項 

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居

宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生

活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、

夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居

宅介護を二種類以上組み合わせることにより提供されるサービスの

うち、当該訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せその他の

居宅要介護者について一体的に提供されることが特に効果的かつ効

率的なサービスの組合せにより提供されるサービスとして厚生労働

省令で定めるものを供与する事業 

7 老人福祉法に規定する施設 

（法第２条第３項第４号） 

老人デイ

サービス

センター 

老福法 

第 20 条の 

２の２ 

市町村の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る

居宅介護サービス費、認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護

サービス費、介護予防通所介護に係る介護予防サービス費若しくは

介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス

費の支給に係る者その他の政令で定める者（その者を現に養護する

者を含む。）を通わせ、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、介

護方法の指導等の便宜を供与することを目的とする施設 

老人短期

入所施設 

老福法 

第 20 条の３ 

市町村の措置に係る者又は介護保険法の規定による短期入所生活介

護に係る居宅介護サービス費若しくは介護予防短期入所生活介護に

係る介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を

短期間入所させ、養護することを目的とする施設 

老人福祉

センター 

老福法 

第 20 条の７ 

無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、

老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのた

めの便宜を総合的に供与することを目的とする施設  
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 項 目 名 称 個 別 法 内 容 

7 老人福祉法に規定する施設 

（法第２条第３項第４号） 

老人介護

支援 

センター 

老福法 

第 20 条の 

７の２ 

地域の老人の福祉に関する各般の問題につき、老人、その者を現に

養護する者、地域住民その他の者からの相談に応じ、必要な助言を

行うとともに、主として居宅において介護を受ける老人又はその者

を現に養護する者と市町村、老人居宅生活支援事業を行う者、老人

福祉施設、医療施設、老人クラブその他老人の福祉を増進すること

を目的とする事業を行う者等との連絡調整等の援助を総合的に行う

ことを目的とする施設 

8 障害者総合支援法に規定 

する事業 

（法第２条第３項第４号の２） 

障害福祉

サービス

事業 

障支法 

第５条 

第１～10 項、 

第 12～15 項 

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介

護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、

就労移行支援、就労継続支援及び共同生活援助を行う事業 

一般相談

支援事業 

障支法 

第５条 

第 16～19 項 

基本相談支援及び地域相談支援（地域移行支援及び地域定着支援）

のいずれも行う事業 

特定相談

支援事業 

障支法 

第５条 

第16、20、21項 

基本相談支援及び計画相談支援（サービス利用支援及び継続サービ

ス利用支援）のいずれも行う事業 

 移動支援

事業 

障支法 

第５条第24項 
障害者などが円滑に外出することができるよう、障害者等の移動を

支援する事業 

9 障害者総合支援法に規定 

する施設 

（法第２条第３項第４号の２） 

地域活動

支援 

センター 

障支法 

第５条第25項 

障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会と

の交流の促進等を行う施設 

 福祉 

ホーム 

障支法 

第５条第26項 
現に住居を求めている障害者につき、低額な料金で、居室その他の

設備を利用させるとともに、日常生活上必要な便宜を供与する施設 

10 身体障害者福祉法に規定 

する事業 

（法第２条第３項第５号） 

身体障害

者生活訓

練等事業 

身福法 

第４条の２

第１項 

身体障害者に対する点字又は手話の訓練その他の身体障害者が日常

生活又は社会生活を営むために必要な訓練その他の援助を提供する

事業 

手話通訳

事業 

身福法 

第４条の２

第２項 

聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、音声言語により意思疎

通を図ることに支障がある身体障害者（聴覚障害者等）につき、手

話通訳等に関する便宜を供与する事業 

介助犬 

訓練事業 

身福法 

第４条の２

第３項 

介助犬の訓練を行うとともに、肢体不自由者に対し、介助犬の利用

に必要な訓練を行う事業 

聴導犬 

訓練事業 

身福法 

第４条の２

第３項 

聴導犬の訓練を行うとともに、聴覚障害のある身体障害者に対し、

聴導犬の利用に必要な訓練を行う事業 

11 身体障害者福祉法に規定 

する事業 

（法第２条第３項第５号） 

身体障害

者福祉 

センター 

身福法 

第 31 条 

無料又は低額な料金で、身体障害者に関する各種の相談に応じ、身

体障害者に対し、機能訓練、教養の向上、社会との交流の促進及び

レクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設 

  補装具 

製作施設 

身福法 

第 32 条 

無料又は低額な料金で、補装具の製作又は修理を行う施設 

  盲導犬 

訓練施設 

身福法 

第 33 条 

無料又は低額な料金で、盲導犬の訓練を行うとともに、視覚障害の

ある身体障害者に対し、盲導犬の利用に必要な訓練を行う施設 

  

視聴覚障

害者情報

提供施設 

身福法 

第 34 条 

無料又は低額な料金で、点字刊行物、視覚障害者用の録音物、聴覚

障害者用の録画物その他各種情報を記録した物であって専ら視聴覚

障害者が利用するものを製作し、若しくはこれらを視聴覚障害者の

利用に供し、又は点訳若しくは手話通訳等を行う者の養成若しくは

派遣等の便宜を供与する施設 

  身体障害

者の更生

相談に応

ずる事業 

身福法 

第 11 条 
― 
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 項 目 名 称 個 別 法 内 容 

12 知的障害者福祉法に規定 

する事業 

（法第２条第３項第６号） 
知的障害

者の更生

相談に応

ずる事業 

知福法 

第 12 条 

地域の知的障害者の福祉に関する各般の問題につき、主として居宅

において日常生活を営む18歳以上の知的障害者又はその介護を行う

者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、

都道府県の福祉事務所長からの委託を受けて相談及び指導を行い、

併せてこれらの者と市町村、知的障害者居宅生活支援事業を行う者、

知的障害者援護施設、医療機関等との連絡及び調整等の援助を総合

的に行う事業 

13 生計困難者のために、無料

又は低額な料金で、簡易住

宅を貸し付け、又は宿泊所

その他の施設を利用させる

事業 

（法第２条第３項第８号） 

― ― 

・簡易住宅を貸し付ける事業 

・宿泊所等を利用させる事業 

14 生計困難者のために、無料

又は低額な料金で診療を行

う事業 

（法第２条第３項第９号） 

― ― ― 

15 生計困難者に対して、無料

又は低額な費用で介護保険

法に規定する介護老人保健

施設を利用させる事業 

（法第２条第３項第10号） 

― ― ― 

16 隣保事業 

（法第２条第３項第11号） ― ― 

隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金でこれを利用させるこ

とその他その近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図るた

めの各種の事業を行うもの。 

17 福祉サービス利用援助事業 

（法第２条第３項第12号） 

― ― 

精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある者に対して、無

料又は低額な料金で、福祉サービス（社会福祉事業において提供さ

れるものに限る。）の利用に関し相談に応じ、及び助言を行い、並び

に福祉サービスの提供を受けるために手続又は福祉サービスの利用

に要する費用の支払に関する便宜を供与することその他の福祉サー

ビスの適切な利用のための一連の援助を一体的に行う事業 

18 社会福祉事業に関する連絡

又は助成を行う事業 

（法第２条第３項第13号） 

― ― 

・連絡を行う事業 

・助成を行う事業 
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⑤ 適用除外（法第２条第４項） 

次に掲げるものは、社会福祉事業としては取り扱われない。 
 更生保護事業法に規定する更生保護事業。 

 実施期間が６月（連絡助成事業にあっては３月）を超えない事業。 

 社団又は組合が行う事業であって、社員又は組合員のためにするもの。

 法第２条第２項各号の事業及び同条第３項第１号から第９号までに掲

げる事業であって、常時保護を受ける者を入所させて保護を行うものに

あっては５人、その他の者にあっては 20 人（政令で定める事業にあっ

ては 10人）に満たないもの。 

 社会福祉事業の助成を行うものであって、助成金額が毎年度 500 万円に

満たないもの、又は助成を受ける社会福祉事業の数が毎年度 50 に満た

ないもの。 

 
（２）公益事業 

① 定義 

公益事業とは、社会福祉法人がその経営する社会福祉事業に支障がない限り

実施する、公益を目的とする事業をいう（法第 26 条）。 
 

② 要件 

公益事業は、以下の要件を充足していることが求められている（審査基準第

１-２）。 
 
【要件】 

 公益を目的とする事業であって、社会福祉事業以外の事業であること。

 当該事業を行うことにより、当該法人の行う社会福祉事業の円滑な遂行

を妨げるおそれのないものであること。 
 当該事業は、当該法人の行う社会福祉事業に対し従たる地位にあること

が必要であること。 
 社会通念上は公益性が認められるものであっても社会福祉と全く関係

のないものを行うことは認められないこと。 
 公益事業において剰余金を生じたときは、当該法人が行う社会福祉事業

又は公益事業に充てること。 
  

 

 

 

 

 



平成27年３月31日 火曜日   兵 庫 県 公 報           第４号外 

 

22 

 

 

③ 種類 

次のような場合には、公益事業となる（社会福祉法人審査要領（以下「審査

要領」という。）第１-２）。 
 法第２条第４項第４号に掲げる事業（いわゆる事業規模要件を満たさな

いために社会福祉事業に含まれない事業）。 

 介護保険法（平成９年法律第 123 号）に規定する居宅サービス事業、地

域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サ

ービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設

を経営する事業又は地域支援事業を市町村から受託して実施する事業。 

なお、居宅介護支援事業等を、特別養護老人ホーム等社会福祉事業の

用に供する施設の経営に付随して行う場合には、定款上、公益事業とし

て記載しなくても差し支えないこと。 

 有料老人ホームを経営する事業。 

 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利

厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等の経営する事業。

 公益的事業を行う団体に事務所、集会所等として無償又は実費に近い対

価で使用させるために会館等を経営する事業。 

なお、営利を行う者に対して、無償又は実費に近い対価で使用させる

ような計画は適当でないこと。また、このような者に対し収益を得る目

的で貸与する場合は、収益事業となるものであること。 
 

④ 事業の停止 

所轄庁は、公益事業を行う社会福祉法人につき、次のいずれかに該当する事

由があると認めるときは、当該社会福祉法人に対して、その事業の停止を命ず

ることができる（法第 57 条）。 
 当該社会福祉法人が定款で定められた事業以外の事業を行うこと。 
 当該社会福祉法人が当該収益事業から生じた収益を当該社会福祉法人

の行う社会福祉事業及び公益事業以外の目的に使用すること。 
 当該公益事業又は収益事業の継続が当該社会福祉法人の行う社会福祉

事業に支障があること。 
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（３）収益事業 

① 定義 

収益事業とは、社会福祉法人がその経営する社会福祉事業に支障がない限り

実施する、その収益を社会福祉事業若しくは公益事業の経営に充てることを目

的とする事業をいう（法第 26 条）。 
 

② 要件 

収益事業は、以下の要件を充足していることが求められている（審査基準第

１-３）。 

 

【要件】 
 法人が行う社会福祉事業又は公益事業の財源に充てるため、一定の計画

の下に収益を得ることを目的として反復継続して行われる行為であっ

て、社会通念上事業と認められる程度のものであること。 
 事業の種類については、特別の制限はないが、法人の社会的信用を傷つ

けるおそれがあるもの又は投機的なものは適当でないこと。なお、法人

税法第２条第13号にいう収益事業の範囲に含まれない事業であっても、

法人の定款上は収益事業として扱う場合もあること。 
 当該事業から生じた収益は、当該法人が行う社会福祉事業又は公益事業

の経営に充当すること（※）。 
 当該事業を行うことにより、当該法人の行う社会福祉事業の円滑な遂行

を妨げるおそれのないものであること。 
 当該事業は、当該法人の行う社会福祉事業に対し従たる地位にあること

が必要であり、社会福祉事業を超える規模の収益事業を行うことは認め

られないこと。 
 母子及び父子並びに寡婦福祉法第 14 条に基づく資金の貸付を受けて行

う、同法施行令第６条第１項各号に掲げる事業については、※は適用さ

れないものであること。 
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③ 種類 

下記の条件を満たす限り、収益事業には特別の制限はない。なお、事業の種

類としては、当該法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル、駐車場の経営、

公共的施設内の売店の経営等安定した収益が見込める事業が適当であるとさ

れている（審査要領第１-３）。 

 

【条件】 
 以下の事業は、「法人の社会的信用を傷つけるおそれ」があるため、実

施できない。 
・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律にいう風俗営業

及び風俗関連営業。 
・ 高利な融資事業。 
・ 前に掲げる事業に不動産を貸し付ける等の便宜を供与する事業。 

 以下の場合は、「社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれ」がある。 
・ 社会福祉施設の付近において、騒音、ばい煙等を著しく発生させる

ようなおそれのある場合。 
・ 社会福祉事業と収益事業とが同一設備を使用して行われる場合。 

 
④ 例外 

次のような場合は、「一定の計画の下に、収益を得ることを目的として反復

継続して行われる行為であって、社会通念上事業と認められる程度のもの」に

該当しないため、結果的に収益を生ずる場合であっても収益事業として定款に

記載する必要はない（審査要領第１-３）。 
 当該法人が使用することを目的とする設備等を外部の者に依頼されて、

当該法人の業務に支障のない範囲内で使用させる場合、例えば、会議室

を法人が使用しない時間に外部の者に使用させる場合等。 

 たまたま適当な興行の機会に恵まれて慈善興行を行う場合。 

 社会福祉施設等において、専ら施設利用者の利便に供するため売店を経

営する場合。 
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⑤ 事業の停止 

所轄庁は、収益事業を行う社会福祉法人につき、次のいずれかに該当する事

由があると認めるときは、当該社会福祉法人に対して、その事業の停止を命ず

ることができる（法第 57 条）。 
 当該社会福祉法人が定款で定められた事業以外の事業を行うこと。 
 当該社会福祉法人が当該収益事業から生じた収益を当該社会福祉法人

の行う社会福祉事業及び公益事業以外の目的に使用すること。 
 当該公益事業又は収益事業の継続が当該社会福祉法人の行う社会福祉

事業に支障があること。 
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【 社会福祉法人が営む３事業 】 

社 会 福 祉 法 人 が 営 む 事 業 

     

社 会 福 祉 事 業  公 益 事 業  収 益 事 業 

 第一種社会福祉事業 

● 公共性が特に高く、経営適

正を欠いた場合、利用者の

人権擁護の観点から問題が

大きいため、確実公正な運

営確保の必要性が高い事業 

● 経営主体は、行政又は社会

福祉法人が原則（都道府県

知事等への届出が必要。）で

あり、その他の者は、都道

府県知事等の許可が必要 

（例） 

生活保護法に規定する救護

施設、老人福祉法に規定する

養護老人ホーム等 

 

 第二種社会福祉事業 

● 事業の実施に伴い、弊害の

恐れが比較的少なく、自主

性と創意工夫を助長するた

め、公的規制の必要性が低

い事業 

● 経営主体に関する制限は原

則なく、全ての主体が届出

により経営が可能 

（例） 

児童福祉法に規定する障害

児通所支援事業等 

  社会福祉と関係のある公益

を目的とする事業 

● 社会福祉事業の円滑な遂行

を妨げるおそれのないもの

でなければならない 

● その収益は社会福祉事業又

は公益事業に充てなければ

ならない 

（例） 

有料老人ホームの経営等 

 

  その収益を社会福祉事業

又は一定の公益事業に充

てることを目的とする事

業 

● 社会福祉事業の円滑な遂行

を妨げるおそれのないもの

でなければならない 

● 事業の種類に特別の制限は

ないが、法人の社会的信用

を傷つけるおそれがあるも

の又は投機的なものは適当

でない 

（例） 

貸ビルの経営、駐車場の経

営、公共的な施設内の売店の

経営等 

 

（県より入手した資料を包括外部監査人が加工して作成） 
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Ⅱ．社会福祉法人制度の変遷 
 

我が国における社会福祉法人制度は、1951 年に制定された「社会福祉事業法」（現在

の「社会福祉法」）により創設された。第２次世界大戦前においては、1929 年に制定さ

れた「救護法」、1938 年に制定された「社会事業法」などが存在していたが、国による

救貧施策は限定的で不十分なものであり、それを補完していたのは民間篤志家や慈善事

業家であった。 

第２次世界大戦後、我が国は、戦争による傷病者、行き場のない戦災孤児、海外から

の引揚者等の激増という極めて厳しい状況に直面し、国家の責任として当該状況へ対応

することが急務であったが、戦後の混乱の中で行政の資源は不足していたことから、民

間資源の活用を図ることが必要となった。 

一方、1947 年に施行された日本国憲法第 89 条において、「公金その他の公の財産は、

宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない

慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならな

い。」（公金支出禁止規定）とされていたため、民間の事業に対して公費を投入すること

は困難であった。 
そこで、民間社会事業の活用を図るため、強い公的規制の下、助成を受けられる特別

な法人格として「社会福祉法人」を創設するとともに、「措置制度」を採用した。措置

制度とは、「社会福祉事業を担う責務と本来的な経営主体を行政（国や地方公共団体等

の公的団体）としつつも、事業の実施を民間に委ね、かつ事業の公益性を担保する方策

として、行政機関（所轄庁等）がサービスの対象者と内容を決定し、それに従い事業を

実施する仕組み」（平成 26 年７月４日 社会福祉法人の在り方等に関する検討会 「社会

福祉法人制度の在り方について」より）である。その後、高度経済成長を背景に我が国

の社会福祉制度は順次整備されるととともに、社会福祉事業の受け皿である社会福祉法

人の数も増加していった。 
上記のような措置制度を基礎とする我が国の社会福祉制度は戦後から約半世紀にわ

たって続いてきたが、産業構造の変化、少子高齢化の急速な進展や核家族化に代表され

る家族機能の変化、ノーマライゼーション概念の浸透などを受け、国民の間での社会福

祉に対する考え方やニーズが少しずつ変化し、単に生活困難者だけではなく、普遍的な

国民一般を対象とした社会福祉制度が求められるようになった。 
そのような中、我が国の社会福祉制度は大きな転換点を迎える。1997 年の「介護保

険法」の成立である（施行は 2000 年）。介護保険法では、行政がサービスの対象者と内

容を定める「措置制度」から、利用者がサービスを選択して自らの意志に基づき利用す

る「契約制度」へ転換した。その後、2000 年には社会福祉基礎構造改革が実行された。

当該改革の一環として社会福祉事業法が全面的に改正され、新たに「社会福祉法」が成

立したが、その中で社会福祉法人制度の見直しもあわせて行われ、現在に至っている。

Ⅱ．社会福祉法人制度の変遷 
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【 社会福祉法人制度の変遷 】 

社会福祉制度の潮流 

◎救貧 
◎措置制度 

→原則、貧困者を対象 
（応能負担、原則無料） 

◎行政、社会福祉法人中心 

◎多様な福祉ニーズへの対応 
◎利用制度化 

→一般化（定率負担、食費・ 
居住費の自己負担） 

◎株式会社、NPO 等の多様な主体
の参入 

◎施設と在住との機能連携 

・少子高齢化の急速な進展 
・高齢・単身世帯の増加 
・疾病構造の変化 
・ノーマライゼーション概念の浸透 

  

  
 

○措置から契約へ 
・低所得者対象→普遍化 
・応能負担（無料・低額） →  定率負担 
・利用者本位・自己決定・選択 
・自助と皆で支える部分の整理 

→新しいサービスの進展 
・認知症ケア 
・就労移行支援 
・居住系サービス 
・個室・ユニットケア  等 

○「地域でふつうの暮らし」 
・施設と在宅との機能連携 
・地域密着、小規模・多機能 
・自立支援、社会参加 
・集団処遇から個々人へのサービスへ 

→市町村中心 
・市町村への一元化 
・基盤の計画的整備 

（高齢者介護・障害者福祉分野のパラダイムの転換） 

1950年代～ 1990 年代～ 

 

（出典：「第１回社会福祉法人の在り方等に関する検討会」資料２） 
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Ⅲ．社会福祉法人の所轄庁 

 

社会福祉法人については、都道府県知事又は指定都市、中核市及び一般市の長が所轄

庁となる。 

県では法で規定する知事の権限に関して、２つ以上の県民局区域で事業を営む社会福

祉法人については、本庁所管とし、１つの県民局区域で事業を営む社会福祉法人につい

ては、当該県民局の所管としている。 
なお、その行う事業が２以上の都道府県の区域にわたる法人については、以下のとお

り厚生労働大臣又は地方厚生局長が所轄庁となる。 
 各都道府県で活動する社会福祉協議会を統括するものとして設立された全国社

会福祉協議会など、全国を単位として事業を行う法人、地域を限定することな

く、高齢者、障害者、児童等の福祉について助成事業等を行う法人等は厚生労

働大臣。 
 複数の都道府県で施設等を経営する法人は、その法人の本部所在地を管轄する

地方厚生局長。 
 
 

Ⅳ．社会福祉法人に対する規制と優遇措置 

 

社会福祉法人については、公共性が高いという性格を踏まえ、「規制」と「優遇措置」

の双方の仕組みが設けられている。 
 

１．社会福祉法人に対する規制 

 

（１）設立要件 

社会福祉法人の役員として、６名以上の理事及び２名以上の監事が就任しなけれ

ばならない。理事については、①社会福祉事業について学識経験を有する者又は地

域の福祉関係者を加えること、②施設経営の実態を反映させるため、１人以上の施

設長等が理事として参加すること、③各理事と親族等の特殊の関係のある者が関係

法令・通知に定める制限数を超えて選任されてはならない、などが定められている

（審査基準第３-２）。 
一方、監事については、①当該法人の理事、評議員及び職員又はこれらに類する

他の職務を兼任することはできない、②１名は社会福祉事業について学識経験を有

する者又は地域の福祉関係者であること、③１名は財務諸表等を監査し得る者であ

ること、④他の役員と親族等の特殊の関係がある者であってはならない、などが定

められている（法第 41条・審査基準第３-３）。 

Ⅲ．社会福祉法人の所轄庁 
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社会福祉法人を設立しようとする者は、目的、名称、社会福祉事業の種類など法

で掲げられている事項を定款に定め、厚生労働省令で定める手続に従い、当該定款

について所轄庁の認可を受けなければならない（法第 31 条）。 
 

（２）資産要件 

社会福祉法人にとって資産は法人の設立要件になっており、社会福祉法人は、社

会福祉事業を行うに必要な資産を備えなければならないとされており（法第 25 条）

原則として社会福祉事業を行うために直接必要なすべての物件について所有権を

有していること、又は国若しくは地方公共団体から貸与若しくは使用許可を受けて

いる必要がある（審査基準第２-１）。 

また、社会福祉法人の持つ財産のうち、基本財産については、他の資産（運用財

産、公益事業用財産及び収益事業用財産）と会計上区分して取り扱うことが求めら

れる（審査基準第２-２）。さらに、基本財産は、法人存立の基礎となるものである

から、これを処分し、又は担保に供する場合には所轄庁の承認を受ける必要がある

（審査基準第２-２）。 

 
（３）残余財産の処分 

事業を実施するために供された財産はその法人の所有となり、持分は認められな

い。また、解散した社会福祉法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定によ

る解散の場合を除くほか、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、定款の定

めるところにより、その帰属すべき者に帰属する（法第 47条第１項）。ただし、上

述の方法により処分されない財産については、国庫に帰属する（法第 47 条第２項）。

 
（４）収益の使途制限 

収益事業からの収益は、社会福祉事業又は一部の公益事業のみに充当する（法第

26 条及び第 57条）。 

 
（５）所轄庁による一般的監督 

所轄庁は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分及び定款が遵守されているか

どうかを確かめるため必要があると認めるときは、社会福祉法人からその業務又は

会計の状況に関し、報告を徴し、又は当該職員に、社会福祉法人の業務及び財産の

状況を検査させることができる。また、所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に

基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠

くと認めるときは、措置命令、業務停止命令、役員解職勧告、解散命令等を発する

ことが出来る（法第 56条）。 
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また、社会福祉法人が助成を受けた場合には、上記に加え、助成を行っている国

又は地方公共団体による、不適当な予算の変更勧告、措置命令を前置しない役員解

職勧告等が適用される（法第 58 条）。 

 

（６）役員等の報酬 

役員等の報酬については、平成 12 年３月 10日付で厚生省老人保健福祉局長より

「特別養護老人ホームにおける繰越金等の取扱い等について」（最終改正：平成 26

年６月 30日）が発出されている。その中で、「施設報酬を主たる財源とする法人役

員及び評議員の報酬について、その報酬が当該社会福祉法人の収支の状況からみて

あまりに多額になると、実質的配当とみなされ、国民の信頼と期待を損なうおそれ

がある。社会福祉法人は、きわめて公共性の高い法人であることから、このような

法人に属する役員等の報酬が社会的批判を受けるような高額又は多額なものであ

ってはならない。」とされている。 
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２．社会福祉法人に対する優遇措置 

 

（１）税制 

国税については、法人税（収益事業以外の所得）、登録免許税（社会福祉事業の

用に供する不動産）等については非課税となる。地方税については、道府県民税及

び市町村民税（収益事業以外）、事業税（収益事業以外）、固定資産税及び不動産取

得税（社会福祉事業の用に供する不動産）については非課税となる。 
 

【 社会福祉法人と一般企業の税制比較表 】 

項 目 社 会 福 祉 法 人 一 般 企 業 

法 人 税  原則非課税  

・収益事業により生じた所得に限り 19％課税（平成 24

年４月１日から平成27年３月31日までの間に開始す

る事業年度の場合は所得の 800 万円まで 15％）。 

 課税  

・所得の 25.5％（但し、所得の 800 万円まで

19％（平成 24 年４月１日から平成 27 年３

月 31 日までの間に開始する各事業年度の

場合は 15%）。資本金が１億円以下の場合に

限る）。 

道府県民税  原則非課税  

・収益事業を行う場合 

均 等 割：2万円 

法人税割：法人税の 5％ 

（但し、収益の 90％以上を社会福祉事業の経営に充

てるならば、収益事業としては取り扱われない。） 

 課税  

 均 等 割：2～80 万円 

 法人税割：法人税の 5％ 

市町村民税  原則非課税  

・収益事業を行う場合 

均 等 割：5万円 

法人税割：法人税の 12.3％ 

（但し、収益の 90％以上を社会福祉事業の経営に充

てるならば、収益事業としては取り扱われない。） 

 課税  

 均 等 割：5～300 万円 

 法人税割：法人税の 12.3％ 

事 業 税  原則非課税  

・収益事業により生じた所得に限り課税 

  所得のうち、 

  400 万円以下     ： 5％ 

  400 万円超 800 万円以下：7.3％ 

  800 万円超      ：9.6％ 

 課税  

・所得のうち、 

  400 万円以下     ： 5％ 

  400 万円超 800 万円以下：7.3％ 

  800 万円超      ：9.6％ 

固定資産税 ・社会福祉事業の用に供する固定資産については 

 原則非課税  

 課税  

 税率 1.4％ 

消 費 税  課税  

・税率 8.0％（消費税率：6.3%、地方消費税率：1.7％） 

・課税期間に係る基準期間における課税売上高が 1,000

万円以下の場合には、その課税期間の納税義務が免除 

・補助金等の対価性のない収入（特定収入）により賄わ

れる課税仕入れ等に係る税額は、仕入税額控除の対象

から除外 

 課税  

・税率 8.0％（消費税率：6.3%、地方消費税

率：1.7％） 

・課税期間に係る基準期間における課税売上

高が 1,000 万円以下の場合には、その課税

期間の納税義務が免除 

（主に「第１回社会福祉法人の在り方等に関する検討会」資料２に記載されている図を包括外部監査人が加工して作成） 
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（２）施設整備等補助 

社会福祉法人等が以下の施設を整備する場合、原則として国がその整備費の２分

の１につき補助し、都道府県（指定都市・中核市を含む）が整備費の４分の１につ

き補助を行う。 

【 社会福祉施設設備補助金対象施設 】 

施設種類 根 拠 

保護施設 生活保護法第 38条に基づく救護施設等 

児童福祉施設 児童福祉法第７条に基づく障害児入所施設等 

障害者施設 
障害者総合支援法第５条に基づく障害福祉サービス事業、施設入所支援、

共同生活援助を行う施設 

その他の施設 社会福祉法第２条第２項に基づく社会福祉事業授産施設等 

（厚生労働省の HPで掲載されている情報を包括外部監査人が加工して作成） 

また、保育所の新設、増改築及び地域の余裕スペースを活用した分園設置や、保

育所の認定こども園移行のための施設整備にかかる経費については、各都道府県に

設置された「安心こども基金」等を財源とした補助等が行われている。 
一方、介護関係施設（特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、短期入所施設、

ケアハウス、養護老人ホーム）については、従前は上記の表と同様の取扱いであっ

たが、介護保険制度改革や三位一体改革の中で見直しが図られ、現在は、県の一般

財源を用いた補助や平成 21 年度第１次補正予算等を原資として各都道府県に設置

された「介護基盤緊急整備等臨時特例基金」を財源とした補助等が行われている。 

また、社会福祉施設を整備するにあたっては、国や地方公共団体による助成が行

われるが、設置者である社会福祉法人等には一定の自己負担が必要であり、これに

対して独立行政法人福祉医療機構が融資を行っている。 

【 介護関係施設整備に係る財源の変遷 】 

整 備 区 分 ～ 平成 16 年 平成 17 年 平成 18 年 ～ 

広域型

施設 

特別養護老人ホーム 

補助基準額内で国が

1/2、県が 1/4 の補助を

行い、事業者が 1/4 を負

担する。 

国による補助金から交

付金（都道府県交付金）

へ移行し、県は県負担額

を上乗せして事業者へ

支給する（県の負担割合

等は前年度と同じ）。 

三位一体改革により一

般財源化したことで、国

庫補助が事実上廃止さ

れ、県による単独補助

（270 万円/床等）とな

る。（注） 
介護老人保健施設 

国が１施設 25,000 千円

の補助（県経由）を行う。 

短期入所施設 補助基準額内で国が

1/2、県が 1/4 の補助を

行い、事業者が 1/4 を負

担する。 

ケアハウス 

養護老人ホーム 

（県より入手した資料を包括外部監査人が加工して作成） 

（注）現在は、一般財源を用いた補助に加えて、平成 21 年度第１次補正予算等を原資として設置された「介

護基盤緊急整備等臨時特例基金」を財源とした補助等が行われている。 
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【 県の施設種類別整備費等補助一覧 】 

補助主体 

（財源等） 
施設種別 補 助 額 備    考 

県 

（一般） 

特別養護老人ホーム 270 万円／床 〈ユニット型〉創設、改築、増築 

併設ショート 135 万円／床 
 

養護老人ホーム 270 万円／床 改築 

ケアハウス（特定のみ） 270 万円／床 創設、改築、増築 

介護老人保健施設  2,500 万円／施設 創設、改築 

県 

（国 10：県

5：医療保険

者 12） 

医療療養病床転換 

100 万円／床 創設 

120 万円／床 改築 

 50 万円／床 増築 

県 

（基金（注）） 

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス 

小規模（29 名以下）特養 
400 万円／床 

 小規模（   〃   ）ケアハウス 

認知症高齢者グループホーム 3,000 万円／施設 
 

小規模多機能型居宅介護 3,000 万円／施設 
事業の普及・利用促進に要する費用補

助（300 万円／施設）あり 

認知症対応型デイ 1,000 万円／施設 
 

夜間対応型訪問介護  500 万円／施設 

※ 通信機器の購入費用等補助（3,000

万円／施設）あり 

※ 事業の普及・利用促進に要する費用

補助（300 万円／施設）あり 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護  500 万円／施設 
 

複合型サービス 2,000 万円／施設 
 

特養のユニット化改修 
100 万円／床 ※１

200 万円／床 ※２ 

※１ 個室改修 

※２ 多床室改修 

小規模（29 名以下）老健 5,000 万円／施設 
 

介護予防拠点  750 万円／施設 
 

地域包括支援センター  100 万円／施設 
 

生活支援ハウス(離島等のみ) 3,000 万円／施設 
 

市町村 

交付金 
介護療養病床転換 

170 万円／床 創設 

210 万円／床 改築 

 85 万円／床 増築 

 

● 施設開設準備経費助成特別対策事業 

県 

（基金(注)） 

特別養護老人ホーム ※１ 

61.8 万円／床 
※１ 小規模施設（29 名以下）含む 

※２ 宿泊定員数（９名）×61.8 万円 

介護老人保健施設 ※１ 

ケアハウス（特定施設） ※１ 

養護老人ホーム 

グループホーム 

小規模多機能型居宅介護 ※２ 

（県より入手した資料を包括外部監査人が加工して作成） 

（注）介護基盤緊急整備等臨時特例基金  
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（３）退職手当共済制度 

社会福祉法人が経営する社会福祉施設の職員等を対象とした「退職手当共済制度」

が設けられており、「社会福祉施設職員等退職手当共済法（昭和36年法律第155号）」

により独立行政法人福祉医療機構が実施主体となり運営している。この制度は、社

会福祉法人に対し、共済契約の締結を強制しておらず、任意の制度である。また、

都道府県社会福祉協議会の退職金制度も存在する。 
 

＜社会福祉施設職員等退職手当共済制度の概要＞ 
 実施主体：独立行政法人福祉医療機構 
 対象職員：社会福祉法人が経営する 

① 社会福祉施設等の職員 
② 特別養護老人ホーム等の特定介護保険施設等の職員 
③ 介護老人保健施設等の申出施設等の職員 

 支給財源：支給財源は以下のとおりである。  
① 社会福祉施設等の職員 

 共済契約者（施設経営者）、国、都道府県が各々1/3 ずつ負担 
② 特定介護保険施設等の職員 

 共済契約者の掛金 
③ 申出施設等の職員 

 共済契約者の掛金 
 被共済職員数：783,846 人（平成 26 年４月１日現在）  

 退職手当金支給者数：71,286 人（平成 25 年度実績） 

 退職手当金支給平均：1,321,725 円（平成 25年度実績）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

制度の仕組み 

施設職員 
（被共済職員） 

社会福祉法人 
（共済契約書） 

（独）福祉医療機構 
 （共済制度の運営者） 

国 都道府県 

（雇用契約） 

（退職手当金支給） （掛金） （共済契約） 

（補助金） 

（出典：「第９回社会保障審議会福祉部会」資料） 
 

 


